
はじめに

アメリカ大陸におけるネイティブ・インデアンの生活や文化は、 世紀における白人

の入植者らの侵略と迫害により激変し、今日に至っている。

米国社会におけるネイティブ・インデアンとは、米国政府に認定された部族、そして

その部族に所属する者をいう。

米国政府はこれらネイティブ・インデアンの存在や権利を法的に認定しているもの

の、元来インデアンの土地であったアメリカ大陸を彼らに返却することは現段階では行

われることはなく、一部の土地をインデアン自治区（信託地）としてインデアン部族に

提供し、インデアン部族はその土地を 従属的な独立国家 として、自治区を形成して

いる。

現在、インデアン部族らは、部族の存続・発展、自治・自立、文化・伝統のためにイ

ンデアン自治区におけるゲーミング行為（カジノ経営を含む）を行っているが、その形

態はラスベガスやアトランティックシティーにある既存のカジノ業界のように連邦政府

や州政府から認可を受けるのではなく、 従属的な独立国家 であるインデアン部族が

州政府と 協定 を結ぶことを基本とする。

インデアン自治区におけるゲーミングの実態を理解するためには、アメリカ大陸に上

陸し、インデアンを迫害した入植者とインデアン部族との歴史的な経緯や連邦政府・州

政府とインデアン部族との複雑な関係と現状を理解することが必要であるといえる。

第 章ではネイティブ・インデアン部族の歴史と現状を説明する。第 章ではインデ

アン自治区におけるギャンブル合法化の経緯、第 章ではインデアンカジノによる経済

と自治区への影響を、カバゾン地区の実地調査を含めながら説明する。第 章ではイン
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デアンカジノとその未来を総括する。

第 章 ネイティブ・インデアンの歴史と現状

ネイティブ・インデアンの歴史

考古学者によると、インデアンは 、 万年前から南カリフォルニアをはじめ、アメ

リカ大陸各地で生活をしていたとされる。インデアンの口承によれば、彼らはそれ以前

から常にこの土地に居たと主張している。しかしながらインデアンの歴史が最も知られ

ているとされる過去千年の期間においても、多様なインデアン部族の生態や文化、領土

などを検証することは難しいといえる。

彼らの文化・習慣の記録は口承を基本としており、文字による記録が行われるように

なったのは 世紀の後半からであるとされる。加えて、インデアン部族は一定のエリア

に留まらず移動し、更に部族同士の合併、部族の消滅など様々な要因が関係し、個々の

部族の歴史や居住地区を特定することは困難であるといえる。

入植者の出現

世紀、入植者がアメリカ大陸に布教地域を確立するとインデアンの生活や文化は壊

滅的な影響を受けることになる。インデアンの文化や習慣に基づく家族や部族間の絆は

奪われ、彼らは糧となる狩猟や漁などができるエリアから遠く隔離された。

土地には入植者らが持ち込んだ牛や羊などの家畜が放牧され、インデアンの独立性と

アイデンティティは消滅し、彼らは奴隷として労働力に使用されたのである。また布教

地域から脱走するものは捕えられ、鎖に繋がれ、暴行を受けたり、時には射殺されたり

した。

入植者らはインデアンに名前を付けることとなる。例えば、 年のカリフォルニア

州において、サンディエゴ・デ・アルカラ（ ）と呼ばれる

一次布教エリアにいたユーマン語（ ）を話す部族名は“ディエグエノ

（ ））”と呼ばれた。ルイセノ族（ ）の名前は、サン・ルイス・レイ

布教エリア（ ）から、ジュアネノ族（ ）はサン・ジュ

ア・カピストラノ布教エリア（ ）からとされる。



名前を付けられず単に“ミッション・インデアン（ ）”と呼ばれた複

数の民族もあり、その多民族性や文化は無視され、 つのグループとみなされたのであ

る。

布教活動を行う入植者がアメリカ大陸に上陸後、ネイティブ・インデアンの歴史は殺

戮、奴隷、土地をも奪われた悲惨な時代となり、現在では多くの部族が連邦政府の指定

した インデアン自治区 に暮らしている。

アメリカ大陸がインデアンに返還される可能性は極めて低いと思われるが、インデア

ンが追いやられたインデアン自治区では 従属的な独立国家 としての権利を行使する

ことができ、これが後にインデアンの自治区におけるカジノ経営の解禁につながるとい

えるのである。

従属的独立国家としてのインデアン自治区と米国政府

戦いに敗れたインデアン部族の中には絶滅したもの、逃げ延びたものなど様々であっ

た。アメリカ合衆国が建国されてからも入植者たちは領土を拡張し、インデアンから土

地を奪うなど、インデアンに対する迫害は続いた。

入植者らはインデアンの領土を東から西部へと侵略し、植民地を作っていったが、彼

らにとってその理由は高貴・崇高なものであった。彼らにとって野蛮なインデアンを自

ら作った植民地に追いやり、同化政策、また衰退させることは文明化のプロセスであ

り、神から授かった宿命であると正当化したのである。

年、 インデアン強制移住法 が制定され、例えば、ミシシッピー川周辺の肥沃

な土地に住んでいたインデアンを、オクラホマ州の周辺地域にある荒廃した インデア

ン・テレトリー への移住を強制し、彼らを隔離していく政策を取り始めたのである。

このような政策により、インデアン部族は土地を失い、各部族の文化や習慣をも失う方

向へと向かっていった。

しかし、 年、インデアン局 ）の局長に就任したジョン・コリアーによりインデ

アン再組織法（ ））が制定され、各々の部族が自治権を有

し、議会を組織し、部族長制を行うことが可能となり、インデアン部族の復活の出発点

となったのである。

これらの再組織法は部族政府の権限を強めることを促進したのであるが、実はこれら

法律は合衆国憲法を基礎にする法律であるために、逆にこの法律を適用することで部族
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社会に対するコントロール性を合法的に高めることになったのである。

上記の制度・法律によりインデアンとその文化は米国政府の制度に徐々に吸収され、

土地も連邦政府の信託地として提供されることとなっていくのである。

インデアン局の設立後、様々な交渉をインデアン局と行うのが各インデアン自治区に

ある部族政府や議会である。部族政府は部族議会、部族警察、部族裁判所からなり、

様々な自治権を自治区内において持っている。

しかしながら、この自治区も連邦政府の信託下、インデアン局の管理下にあり、本当

の意味での土地や自治権を有するかは疑問を残す。故に、インデアン部族の自治権は、

条件付き自治権（ ）ともいわれ、最終的にはインデアン局の承認を

得ることが必要になる法体系であるといえる。

現代社会におけるインデアン部族員の定義

本来のインデアン社会における部族は、親戚関係、文化や言語、宗教のつながりなど

共に生活をし、精神世界を共有した共同体による つの部族として成立していた。しか

しながら、血統による部族員認定制度の施行が始まり、インデアン部族は単に 血統

で分けられることとなる。

現在も使われている血筋による部族員の認定方法や部族制度は、 年代に連邦政府

と部族が条約を結んだ以降に制定されたものであり、特に初期の段階の部族員名簿には

図 ．アメリカ連邦政府とインデアン自治区の関係



白人との混血の先住民が優先的に記載されたようである。当時、入植者によるインデア

ンに対する差別意識は強く、少しでも白人の血が入っていることが 純血 よりも 文

明を含んだ血 、そして白人文化に同化し易いとして優先されたのである。

ネイティブ・インデアンのアイデンティティとは、先住民の血筋を引いていること

（生物学的な証明）、部族政府に認定された部族員であること（政治的かつ法的な権

利）、部族固有の文化に関する知識をもっていること（文化の継承）、この三つから成り

立っている。逆にこれらの要素をすべて満たしていたとしても、自分を先住民と認識し

ない人も多い。自らを先住民と考えるかどうかも、アイデンティティの定義には重要で

ある。（ 、鎌田）

これらのインデアン部族員認定制度は、部族員に対して彼らが有する特権や義務、財

産を与えるために、その対象となる部族員とその人数を特定する目的で制定された。例

えば、 年以降、一般土地割当法（ドーズ法））が制定され、保留地の土地を細分化

し、部族員に分配する際も活用されたのである。

現在でもインデアンの認定は、インデアン血統割合証明書（

） により行われ、この証明書には何分の何の割合でインデアンの血が

入っているなど血統の濃さが記載されている。

しかしながら、この書類は 世紀にインデアン局が作成した書類を基につくられてい

るため、どこまで正確な血統に基づいた証明書であるかは疑問が残るといえる。なぜな

らば、その前段階の部族認定における規定の作成や血筋、土地の分配方法などはアメリ

カ合衆国政府下のインデアン局が細かく指導し、同化政策などの意図も含みながら、こ

れらのプロセスを最終的に決定する権利を有していたため、現在の認定プロセスの出発

点となる インデアン部族とは誰か と 認定のプロセス が完全に中立なシステムで

あったとはいえないからである。先に述べた白人との混血などがその一例である。

インデアン部族員か否かの認定は、インデアン血統割合証明書や個別の部族が決める

認定方法や審査を経て一員として個々の部族政府により承認されるのであって、繰り返

すが、ある部族で生まれ育ち、部族の習慣や文化に慣れ親しんでいる、というような伝

統的なインデアンの基準を満たしたとしても、インデアン部族員として認定されるとは

限らない。

部族の認定条件は部族間により様々であるが、血筋の濃さの基準も様々である。例え

ば、ノースカロライナ州のチェロキー族は父親か母親の血筋が 分の であれば、その
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子供はチェロキー族として認定されるが、ホピ族のように認定されるには 分の の血

筋を必要とする部族などもあり、その基準は一定ではない。

しかしながら、近年では ％以上の部族が 分の 以上の濃さを部族員認定の基準と

している。

インデアン部族の高失業率、高疾病率、ドラッグ、アルコール依存症問題

インデアン部族社会では、現在でも様々な社会問題を抱えており、その最大の原因は

貧困に帰するといえる。インデアン部族の貧困率は全米平均の 倍とも言われており、

失業率も極めて高いといえる。

ドメスティック・ヒューマン・ニーズ（ ）に

記載されている によると 年の全米の失業率は、男性

％、女性 ％、白人 ％、黒人 ％、スパニッシュ ％、アジア ％に対し

てインデアンの失業率はアメリカ社会の中でも最も高い ％となる。

インデアンの疾病率も高く、貧困や伝統的な食を断たれたためによるものであるとも

言われている。これは 世紀に行われた白人によるバッファローの乱獲により、インデ

アンの狩猟対象の動物が減少したのに加えて、インデアンの狩猟地区を国や州政府が限

定した為に食糧を得ることが困難となり、彼らの多くが飢餓により命を落とした。

アメリカ政府は、これらの飢餓対策として安価な小麦やラードを給付し始めることと

なり、インデアンが伝統的に採取していた自然の食物を中心とした食生活が白人的なも

のへと大きく変化し、これらが高疾病率の つの原因とも言われている。

世紀においても、貧困層であるインデアンには引き続き食物が支給されるが、高カ

ロリー、高脂肪、糖類などそれらの食物も決して彼らの伝統的な食物ではない。これら

の政策によりインデアンは全米でも最も高い糖尿病の発生率となり、全米平均の 倍

とも言われている。

ドラッグやアルコール依存症も大きな問題であるといえる。貧困と高失業率は将来に

暗い影を落とし、希望を未来に見出すことができないインデアンらはアルコールやド

ラッグに溺れることもある。インデアンのアルコール依存症の率は全平均の 倍である

と言われている。

このようにインデアンの社会においては様々な問題が存在し、部族の存続やその未来

に大きな障害を与えることとなり、問題の解決には経済的な自立が最重要課題であると



いえる。

現在、核廃棄物処理場を受け入れることで補助金を受ける部族もあるが、先祖から伝

わる 母なる大地 を汚すことに抵抗を持つインデアンも多く、様々な反対活動も行わ

れている。

さて、インデアン部族の経済的自立の為に利用されたのがカジノを含むギャンブルで

ある。ギャンブルが財政難を克服するために利用されるのは、どの時代でも類似した点

が見られ、古くはローマ帝国、日本では江戸幕府が神社・仏閣による宝くじの発行を承

認したのである。

次章では、インデアン部族の自立のための解決策であるカジノの合法化について検証

する。

第 章 インデアン自治区におけるギャンブル合法化

インデアン自治区におけるカジノの幕開け

年、フロリダ州のセミノレ族が自らの自治区におけるギャンブル経営の権利に関

わる長期の法廷闘争に終止符を打ち、アメリカ合衆国の連邦最高裁判所の判決により、

インデアン自治区におけるギャンブルの規制が連邦政府、州政府の管理外となる。言い

換えれば自らの自治とルールによる高額賞金のビンゴを経営する権利を獲得したのである。

判決は 州の法律においては、インデアンに対して何等かの規制を強要できるという

法律は存在せず とし、その後“カバゾン判決”も、このことを立証した判例となり、

これをきっかけに全米中のインデアン自治区において様々なギャンブルの形態が広がる

ことになる。

カバゾン判決とは、 年にカリフォルニア州とカバゾンバンド（カフイラ族）との

間で、フロリダ州で行われたと同様の法廷闘争が行われ、州裁判所はフロリダ州と同じ

くカバゾンバンドの主張を認めたケースである。

この法廷闘争はカリフォルニア州政府がインデアン部族に課したチャリティービンゴ ）

における賞金の上限である ドルという規制が合法であるか否かを戦ったものであ

り、結果、判決ではこの ドルという上限規制を無効としたのである。

カバゾン判決を起点に、様々な問題など紆余曲折を経て、 年、 月 日にインデ
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アン・ゲーミングレギュレーション（以下、 法）が当時のレーガン大統領の下

で承認されたのである。

この 法は連邦法であり、この 法下、連邦議会はインデアン自治区内に

おいて つのゴールをギャンブル運営により目指している。 つは部族の経済的な発

展、 つ目は部族の自立、 つ目は強い部族政府の確立である。

このカバゾン判決を起点とする 法により、アメリカ全土のインデアン自治区

におけるギャンブルが動き始め、数年で年間売上は 億ドル（約 億円、以下、為替

レート 円）に成長することになる。

法案成立の背景と枠組み

インデアン自治区におけるギャンブルの規制に関する基本的な考えとは、まずインデ

アン自治区は独立国に準ずるものであると考えられ、その自治区が存在する州もまた独

立国に準ずるものであるといえる。

第 章でも説明したように、インデアン自治区は連邦政府より借り入れている信託地

で生活しており、よって州法というよりも連邦法の下で権利が保障されている。アメリ

カにおけるインデアン部族の主権は 従属的な独立国家 となるが、法的には国家とし

ての権利を所持しているといえる。現に、北米先住民であるセミノール族は未だアメリ

カ合衆国との和解条約に署名はしておらず、交戦状態にあるとされる。

インデアン部族の中には、独立国家を維持することができるのであれば州政府のみな

らずアメリカ合衆国と戦う意思を示しており、現にこのギャンブルの規制に関する法廷

闘争でも、その意志は明白に示しているといえる。

インデアン部族のギャンブル運営に関しては、既存のギャンブル業界から強い反対が

起こった。なぜならば、既存のギャンブル業界は州政府の監視と規制、強制力の行使を

基にマフィアなどの犯罪組織との関係を断ち切り、現在もそれら組織を業界に入り込ま

せないことで健全に発展してきた。ネバダ州なども上記の状況の下で発展しており、官

民一体となった取り組みや対策は必要不可欠と考えていたからである。

仮にインデアン自治区におけるギャンブルが州政府の規制や監視下で運営されないの

であれば、犯罪組織が入り込む可能性もあり、健全性を保っているギャンブル業界の根

幹を揺るがす大問題へと発展することになるからである。

このようにインデアン部族は自治区におけるギャンブルを運営する権利を主張し、既



存のギャンブル業界はこれらに異議を唱えたのである。

アメリカ合衆国連邦議会は、インデアン自治区におけるギャンブルを最終的には禁止

する権利を有している。これらの複雑な対立関係下においてはその権利を行使し、この

問題を先延ばしすることもできたのであるが、それをすることはなかった。一番の理由

は、ギャンブルを禁止することによりインデアン部族の経済面にマイナスの影響を与え

る可能性が高く、その場合、国家としての生活補助金は莫大な金額になることを懸念し

たためであった。

当時、インデアン自治区では高い失業率（ ％以上、ある自治区によっては ％）に

悩まされていた。この状況を打開し、従属的な独立国家の存続のためには部族と部族員

の経済的自立が必須であり、最も効果的な手法がギャンブルからの収入を増加させるこ

とであったのである。

法の下、インデアン自治区においてギャンブルの経営を行う場合、インデアン

部族と州政府がお互いの利益のバランスを取りながら話し合いを行い、ギャンブルの形

態によっては協定を締結する必要があり、州政府とインデアン部族が協定を締結すれ

ば、後に詳しく説明するが、クラス の分類になるカジノの経営も可能となる。

これらの協定はアメリカ内務省（ 、以下 ）の

承認が必要とされ、内務省に設置されたナショナル・インデアン・ゲーミング委員会（

、以下 ）が、犯罪組織の排除、またギャンブ

ル運営からの利益がインデアン部族に正当に享受されるように管理・監視している。

州政府からの 認可 ではなく州政府との 協定 とされたのは、先に述べたように

アメリカにおけるインデアン部族の主権は 従属的な独立国家 であり、法的には 国

家としての法的な力 を所持しているため、別の国（アメリカ合衆国や州政府）から

認可 を受けるのではなく、部族と州政府との 国間の 協定 を が 承認

すると考えた方がわかりやすい。

これを機に、アメリカ全土のインデアン自治区におけるカジノ合法化の波が急速に進

むことになる。この背景には先に述べたインデアン自治区における経済問題と強く関

わっているといえる。自治区住民にとって、カジノ解禁は多くの職と地域経済の活性

化、そこから得られる利益によるインフラの整備、学校や病院など様々な産業の発展を

促すことができたのである。

アメリカ・ネイティブ・インデアン自治区におけるゲーミングの実態



ゲームの種類

インデアンカジノにおけるゲームは 法の下、クラス 、クラス 、クラス

に分類される。クラス はソーシャルゲームや伝統的なインデアンのゲームであり、安

全で無害なゲームとされ、州政府や連邦政府に監視・干渉されることなくインデアン部

族がコントロールできる。ただ、イカサマなどが行われた場合は監視の対象となるので

ある。

クラス はビンゴやポーカーなどのゲームであり、 の 名により若干の規制対

象となる。ビンゴには様々な種類があり賞金額もインデアン部族が決めることができる

が、ポーカーは州政府の規制の対象となった。

クラス の承認については、それらクラスのゲーミングから発生する利益がインデア

ン部族に渡るなどの極めてシンプルで容易な条件を満たしていれば、 は拒否する

権限はなく、承認をせざるを得ない法的な立場であるといえる。また、 年間の経営

後、ゲームが公正に運営されているのであれば、インデアン自らの規制を設定し運営す

ることを嘆願することができる。

クラス は、最も刺激的なカジノゲーム（ブラックジャック、ルーレット、バカ

ラ）、競馬や宝くじなどのパリミューチュラル方式の賭け ）、スポーツベット ）、ス

ロットマシンなど、運営には複雑なシステムと経験が必要となるゲームであり、

の承認が必要となる。

インデアン自治区におけるクラス ， ， に関する規制は簡単にまとめると、クラ

ス の運営に関しては規制外となりインデアン部族に委ねられ、クラス に関しては

の承認、クラス に関してはインデアン部族と州政府との協定を が承認す

れば運営することができるのである。

インデアンカジノを視察した時、興味深いゲームをいくつか見学した。その中の一つ

がクラップスである。通常、クラップスはサイコロを つ使用し、出た目に賭けるゲー

ムであり、アメリカ人の間では人気が高い。しかしながら、インデアンカジノ内で行わ

れるクラップスはサイコロを使用せず、カードを使用することで出目を作り、それに対

して顧客は賭けを行っていた。クラップスと言えば、参加プレーヤーが一体となって盛

り上がるゲームであるが、インデアンカジノにおけるクラップスは静かに行われるゲー

ムになっていた。



インデアン自治区におけるインデアンゲーミング法案の違憲性

年に制定された 法は、その制定のプロセスにおいて問題のある立法行為

であるとも言われ、様々な指摘が提起されている。当時、アメリカ大統領選挙が行われ

ている終盤戦中で人々の注目を浴びずに拙速に制定されたのであるが、連邦議会のメン

バーの多くはこの法案の制定に関与せず、また、したくなかったようである。

理由は様々であるが、ネバタ州立大学のウイリアム・トンプソン教授（当時）による

と、大統領選挙戦中で他に重要な案件を抱えていたこと、インデアンゲーミング法案が

自州に影響を与える可能性が低いと感じたこと、インデアン自治区やインデアン自治区

とライバル関係になる既存のゲーミング業界や州政府との対立からくる圧力、そして立

法府が作り出した 法に異議を唱えたとしても“勝てない状況”などの要素が折

り重なったためと説明している。

この他、現在問題が指摘されているのが、インデアン部族が自治区以外の土地を購入

し、その土地において自治区と同じ権利を主張することによりカジノ経営を行うことで

ある。

が承認するインデアンカジノは インデアンの土地 において経営が可能とな

る。インデアンの土地とは連邦法により 種類に規定されている。 つはインデアン自

治区、 つ目はインデアン部族や個人に恩恵をもたらすための合衆国政府の信託地、

つ目はインデアン部族が政府としての力を行使できる特別区の土地となる。

よって、インデアン自治区以外の土地をインデアンが購入し、所有しているからと

いって、その土地が連邦政府よりインデアン自治区に新たに認定されるわけでなく、ま

た協定を基に自治区と同じ権利を主張することもできないが、様々な連邦法の規定要件

を満たすことで承認される場合もある。

インデアン自治区以外での宝くじ販売と広告

インデアン部族は宝くじの経営も行うが、あくまでもインデアン自治区のみで行うこ

とができるのである。しかしながら、自治区のみでは高い売上を期待することはできな

いため、インデアン部族はインデアン自治区以外の地域において電話や郵送で販売拡大

を行ったのである。

彼らの主張としては、賭け金は自治区外から自治区に送られ、宝くじの当たり券の決

定はインデアン自治区で行うのであるから合法的な行為であるとの主張である。現在に

アメリカ・ネイティブ・インデアン自治区におけるゲーミングの実態



おける類似の例で考えると、ギャンブルが違法な国や地域からインターネットカジノが

合法の国のカジノに予め資金を送金し、その国のサーバーにアクセスしてギャンブルを

行うことと同じようなスキームと考えることができる。

スポーツベットも宝くじと同じ手法で自治区以外でも販売が行われていた。その後、

このインデアン自治区以外への販売方法も新たな法案により合法化されるが、インデア

ン部族は自ら自治区以外での販売に規制を課す。理由は宝くじを販売した他の州から課

税されるのを避けるためであるといわれている。

インデアン自治区以外のカジノやゲーミング施設においてはゲーミングに関する広告

に様々な規制があり、特に射幸心を煽るような広告やプロモーションを行うことはでき

ない。しかしながら、ゲーミング以外のホテル施設やホテルで行われるコンサートや格

闘技などのイベントを宣伝することは禁止されていないので、これらを介して間接的に

ゲーミングを宣伝する手法が取られている。

インデアン自治区におけるカジノの広告は、自治区外のカジノやビンゴ場などのゲー

ミング施設とは違い、基本的には彼らの自由裁量に任されており、州政府や米政府がコ

ントロールや規制を課すことはできないのである。

第 章 インデアンカジノの経済的な影響

コネチカット州におけるインデアンカジノの誕生

カジノが地域経済に好影響を与えた例ではコネチカット州におけるマシャンタケッ

ト・ピークワットが有名である。 年にはビンゴパーラー、 年には統合型カジノ

であるフォックスウッド・リゾート・カジノがオープンするのである（写真 、 ）。

この土地はマシャンタケット・ピークワット・インデアン部族の祖先が征服していた

が、 年、戦いに敗れて、マシャンタケットの北部に逃れたとされ、 年の記録に

よれば、部族総人口数わずか 名、 年代には数十人まで減少し、絶滅の危機で

あったとされる。

年 月 日、レーガン大統領による マシャンタケット・ピークワット・インデ

アン土地請求調停法 が成立し、入植者たちによる不法売買により奪われていたインデ

アンの土地が彼らにインデアン自治区として信託されることになり、これを機に部族が



再度発展を始める。

マシャンタケット・ピークワット・インデアン部族は連邦政府認定の部族であるが、

混血が進みピークワットの血を 分の 以上の血を受け継ぐものはなく、無論、純血の

ピークワットも存在しないとされる。

当時、フォックスウッドの地域住民はカジノオープンには反対であったが、カジノが

実際にオープンすると様々な恩恵や発展をみることになる。

カジノの経営を行うことで経済的な自立と自治区を明確にすることができたマシャン

タケット・ピークワット・インデアン部族は、その他にも材木、野菜の販売、レストラ

ン経営、砂・砂利の販売など様々な業種に参入する。

この他にも部族と文化を伝承するためにもアメリカインデアン博物館としては最大級

の マシャンタケット・ピークワット博物館研究センター を建設し、先住民に対する

偏見を払拭し、神話や虐殺の歴史を伝えている。

全米インデアンカジノの売上

によると、 年度、全米インデアンカジノの売上高は 億ドル（ 兆

億円）となり、前年度比 ％（ 年売上、 億ドル）の成長であった。

全米のインデアンゲーミング施設は 軒が営業を行い、ここ数年は売上が安定して

いる。全米におけるインデアンゲーミング施設は小規模なモデルと統合型モデルとの

つからなるが、 軒のゲーミング施設の売上は 万ドル以下（ 億円）となる。ま

た、全体の ％のゲーミング施設の売上増加率は ％以下と一桁ではあるが増加した。

全米の つの地区、ポートランド、サクラメント、フェニックス、オクラホマ、タル

アメリカ・ネイティブ・インデアン自治区におけるゲーミングの実態

写真 ．フォックスウッド・リゾート・カジノ 写真 ．広大なインデアン自治区



サ、ワシントン 、セントポールなど全ての地域で 年度売上は増収となり、特

にオクラホマ（ 軒）とタルサ（ 軒）における増加率は高い。

全米インデアンゲーミング売上の使用用途

インデアンの生活をサポートするナショナル・インデアン・ゲーミング協会（以下、

表 ．インデアン自治区における 年 年度の売上推移

（ 資料より引用）

図 ．全米インデアン自治区における 地区のゲーミング売上

（ 資料より引用）



）によると、インデアン自治区におけるゲーミングはインデアンとその社会に

様々な影響を及ぼしているとしている。

は 年、ワシントン に 部族を母体とする であり、経済的、社

会的、そして政治的な側面からインデアンの生活を向上させることを支援する非営利組

織である。現在もインデアン自治区におけるゲーミングによるインデアン部族の経済的

な自立を助け、自治区におけるゲーミングに関する法案の策定や実施について連邦政府

や州政府と協力しながら支援を行っている。

インデアン自治区の開発の全般に関わり、ゲーミングに関する開発などに関しても中

心的な機関であり、州政府と部族の間の情報センターとしての役割を果たす。この他、

公共政策や教育に関しても様々な役割を果たす。

が発行した 年 ）のリポートによると、アメリカ人の ％は、インデアンカ

ジノがインデアンに対する雇用の創出とインデアン部族やそのメンバーをサポートして

いると感じている。

全米 州で 軒のインデアンゲーミング施設が存在し、 万人の顧客がこれらの

施設を利用したとされる。ゲーミングからの売上は 億ドル（ 兆 億円）、ホテ

ル、エンターテインメント、レストランなどの付帯施設からの売上は 億ドル（ 億

円）となる。

雇用に関しては 万 千人（直接、間接を含む）の仕事を創出し、連邦政府には 億

ドル（ 億円、社会福祉税なども含む），州政府には 億ドル（ 億円、消費税、

カジノ売上の割合に応じた支払いを含む）を納付した。

アメリカ・ネイティブ・インデアン自治区におけるゲーミングの実態

表 ．インデアンゲーミング収益の使用用途



下記がインデアンゲーミング収益の使用用途と割合を示したグラフである。インデア

ンゲーミングから得た財政は様々な用途で使用され、インデアン社会の発展に役立って

いるといえる。

教育に対しては、インデアンゲーミング収益の用途は様々であるが、学校の建設、奨

学金、教育プログラム、インデアン伝統文化の継承などに使われている。インデアン

ゲーミング収益は感謝祭やクリスマス、その他の寄付にも使用される。

経済政策としては、インデアン自治区内でのビジネスへの投資、資金の貸付などによ

り、インデアンが自ら行うビジネスで自立・安定した生活を確立することをサポート

し、これらがインデアン社会の更なる発展と安定につながるのである。

健康保険に関する財政や自治区における警察や消防署の予算、この他、水道、ガス、

電気などの生活に必要なインフラ、住居などもインデアンゲーミングからの収益がサ

ポートしているといえる。

南カリフォルニア・カバゾン自治区

年 月、南カリフォルニアにおけるインデアンカジノの実態について調査を行っ

た。先に述べたカバゾン判決によりカジノの経営が始まったインデアン自治区である。

カジノが認可されるまでのカバゾン自治区と言えば、インデアンらが細々と暮らす荒

れ果てた砂漠の土地であった。これといった産業もなく、人々は、満足な給水施設もな

い古びた家やトレーラーハウスで生活していた。

カバゾン文化ミュージアム（写真 、 ）ではインデアンの歴史、食物保存器具など

生活道具や生活様式などを調査した。

写真 ．カバゾン文化ミュージアム 写真 ．ミュージアム調査



インデアン部族の歴史とその発祥地を特定するには、インデアンが現在使用している

言語と訛りを基に推測することが中心となる。しかしながら、これらの調査を基に検証

しても、遊牧民であるが故に、インデアン部族が現在居住している自治区が元々それら

の部族が住んでいた場所であるとは限らないのである。

南カリフォルニアにおけるインデアンの生活は、温暖な気候のため、衣服や居住施設

は軽装で、食べ物などもバッファローなどの肉や魚、フルーツ、ナッツなど様々な自然

資源や食物が豊富にあった。無論、洪水や干ばつなどの天候不順、火災などの自然災害

を原因とする食物自給の不安定などのリスクはあったが、極限の北の大地に住むアラス

カ・エスキモーなどと比べ、住みやすい環境にあったといえる。

インデアンの原始的な生活環境において、生き残るための最重要課題は食糧の貯蔵と

食糧の料理器具の良し悪しが最も重要であるといえる（写真 、 ）。この点において

は、インデアンは動物の皮を用いた器、陶器、編み物による貯蔵桶を作るなど、貯蔵に

関しては様々な器具を利用することで生きるための食糧を安定して確保する術を持って

いたといえる。このような知恵や手法は部族間では違いがあり、利用できる資源なども

その手法に強く影響したとされる。

調理方法は様々な器や入れ物に肉や野菜を入れ、焼石や水を入れて熱を加えることが

基本的であった。食物に関しては狩猟、自然の作物を採取したり、自分らで栽培したり

した。野焼きなども行うことで肥沃な土地を管理し、また自然と一体となり生活を営ん

でいたと思われる。

ミュージアムの説明によるとインデアンの衣服に関しては、夏には男性は腰巻程度で

何も着けず、女性は最小限の編んだ布などを纏い、冬はウサギやキツネ、その他、様々

アメリカ・ネイティブ・インデアン自治区におけるゲーミングの実態

写真 ．インデアンの住居 写真 ．インデアンの生活用品



な毛皮などで寒さをしのいだとされる。

複数のインデアン部族が南カリフォルニアで生活をしていたとされ、部族間での交易

も盛んであったとされる。交易は現在の高速道路インターステイト 号が横たわるエリ

アで行われ、主に入れ物、陶器、食物、宝石など様々なものが売買、交換されたのであ

る。

南カリフォルニアのサンディエゴ近郊には の部族が存在したとされ、その文化や言

語も様々であるが類似の文化や風習も存在した。

インデアン部族は基本的には父型の血統を重視し、社会性を重んじる集団といえる。

また、各部族にはリーダーが存在するが、リーダーはあくまでもグループに対して助言

をするだけであり、最終的な決定権を所持、行使することはない。

インデアンの戦いは部族間での領土の問題や部族内での様々な問題から発生した場

合、最悪の事態においては戦争や暴力などにより解決したとされる。

また、宗教的な儀式やスピリチュアルの信仰なども類似点があったといえる。人間の

魂は死後も存在すると考え、宗教的な儀式に関する踊り、入れ墨なども盛んであった。

先にも述べたようにインデアンは肥沃な地から追われ、荒涼な地域に自治区としての

土地を与えられたのであるが、森は無く、低いブッシュなどの草木が生える乾いた土地

である（写真 ）。

インデアン自治区の入り口（写真 ）にはセキュリティーが身分証明書を確認してお

り、写真撮影に対して注意を受けた。

マルキミュージアム（写真 ）には、お祈りの為の舞台（写真 ）などもあり、裏に

は様々な薬草が栽培されていた。どのように服用するかはミュージアムに勤務するイン

写真 ．テレトリーを示した地図 写真 ．カリフォルニア・インデアン自治区初のカジノ



デアンにも不明な点が多いと説明していた。

インデアンの歴史の継承は口承によるものであるが、その形式は歌によるものが多

い。この歌を歌う者はバードシンガーと呼ばれ、歴史の継承のみならず、娯楽としての

歌の性格も有していたとされる（写真 ）。

インデアン自治区内には会議室（写真 ）もあり、インデアン自治区に関する様々な

議題が議論される。

南カリフォルニアにおけるインデアンカジノを複数視察したが、規模的にはラスベガ

スには及ばないものの、同機能の施設を備えていた。この点、カナダにおけるインデア

ン自治区のカジノより洗練されており、現代的な統合型カジノといえる。このカジノの

周辺は木々の少ない地域であり、見渡す限りの広大な自然が広がっている（写真 、

）。

現在、カリフォルニア州においては、 以上の部族がカジノを経営しているが、成功

アメリカ・ネイティブ・インデアン自治区におけるゲーミングの実態

写真 ．風力発電機が回る荒涼とした砂漠地帯 写真 ．インデアン自治区の入り口ゲート

写真 ．マルキミュージアム 写真 ．インデアン儀式用舞台



しているカジノはロサンゼルスなどの大都市に隣接した地域のものであり、その他の地

域では必ずしも成功しているとはいえない。

インデアンカジノがいくら自治区における税制などの優遇を受けているとしても、利

益を生み出すには、良い施設、価格、立地、マーケティング戦略などが必要となる。全

米のインデアンカジノにおいて巨額な利益を生み出しているのは、カリフォルニア州に

おいては ％、アメリカ全土でもわずか ％以下であるのが現状である。

このように巨額な利益を生み出すカジノばかりではないが、それでもカジノはインデ

アンの自立を強力にサポートしているといえる。例えば、モハビ砂漠に低レベル放射性

廃棄物処理場を建設する計画が持ち上がったとき、モハビ族はこれに反対した。インデ

アン局は施設設置に反対するのであれば、補助金を打ち切ると通告したが、カジノによ

る収益で経済的な自立を勝ち取った部族は反対運動を続け、結果として施設が誘致され

ることはなかった。

写真 ．バードシンガー 写真 ．インデアン自治区にある会議室

写真 ．モロンゴカジノリゾートスパ 写真 ．モロンゴカジノリゾートスパからの眺め



モハビ族の自治区はカジノの誘致により、自然や景観が変化したことも事実である。

カジノ開発による自然破壊や公害などの負の側面も取り沙汰されるが、カジノによる安

定収益があるからこそ、部族の発展や存続が可能となる。このあたりのバランスをいか

に取るかが今後の課題となるであろう。

カリフォルニアにおけるインデアンカジノ売上の分配の実態

カリフォルニアにおけるインデアンカジノの売上はインデアンゲーミング・レベ

ニュー・シェアリング信用基金（ 、以

下、 ）と呼ばれる分配金システムにより、ゲーミングの売上の一部がゲーミング

施設を持たない部族へ分配される。この制度はカリフォルニア州で行われており、四半

期毎に の各部族が受け取る金額は 万 千ドル（約 万円）となり、年間 万ド

ル（約 万円）が最大金額とされている。

年現在、 の部族がカリフォルニア州政府と協定を結び、ゲーミング施設を運営

しているが、これらのゲーミング施設から支払われるライセンス料の一部が の部族に

寄付金として分配される（巻末資料 ）。協定は 年に制定され、その後、 年、

年に変更された（巻末資料 ）。

年の は、スロットマシン 台に対する支払いを基準としており、

台のスロットマシンを設置しているカジノは無料、 台が設置してあるカジノで

は 台につき ドル、 台の場合は 台につき ドル、 台の場合

は 台につき ドルとなる。

年の協定では、その他にインデアンゲーミング特別分配基金（

、以下 ）を徴収している。 とは、 が不足し

た場合、それを補うための基金であり、その他にもアルコールと麻薬依存症対策の基金

として、カリフォルニア・ギャンブリング・コントロール委員会や司法省のギャンブリ

ングコントロール部門の予算に充てられていた。

年の協定では、 としてスロットマシンに対する年間 万ドルのライセン

ス料を支払い、設置台数は無制限となった。また、 は廃止となり、代わりにジェ

ネラル基金というスロットマシンの台数に応じた支払いをインデアンカジノに課すこと

になった。スロットマシン 台につき ドル ドルの支払いとなり、スロット

マシンの売上の約 ％にあたる。
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年の協定では、 部族につき最大で 台のスロットマシンの設置・運営

に変更され、 として年間 万ドルのスロットマシンに対するライセンス料

（ 族のみ年間 万ドル）を支払う。

加えて、ジェネラル基金として 部族から最低 億 万ドル（スロットマシン売上

の約 ％）が徴収額となる。支払い額は 台のカジノにはスロットマシン売上

の ％、 台のカジノにはスロットマシンの売上の ％を徴収する。

カリフォルニア・ギャンブリング・コントロール委員会によると、 年度の第 、

、 四半期の各部族に支払われた額は 万 千ドル（ 万円）となり、その内訳は

下記となる。

第 四半期 ライセンス料 不足分

第 四半期 ライセンス料 不足分

第 四半期 ライセンス料 不足分

先に述べたようにインデアン自治区におけるゲーミングの目的は、経済的なサポート

による インデアン文化や部族の発展と維持 であるから、このような法的な分配シス

テムはインデアン社会全体を潤わせることができる有効な制度であるといえる。

第 章 ネイティブ・インデアンカジノの未来

アメリカに入植者が上陸して以来、迫害と奴隷、同化政策、保護を経て、 従属的な

独立国家 であるインデアン自治区の中でネイティブ・インデアンらは自立を確立しつ

つある。

しかしながら、ネイティブ・インデアン社会は今も多くの問題を抱えている。高い失

業率、高い病気の発生率、アルコールやドラッグ依存症をはじめ、 従属的な独立国

家 としての曖昧な地位など解決や修正すべき制度・法律は多々存在するといえる。

上記の問題を解決するために最も重要な点は、インデアン部族の経済的な自立が第一

条件であるが、彼らはこの曖昧な 従属的な独立国家 というアメリカ国家との関係性

を利用することで、カジノを含むクラス を経営することができたことも事実である。

インデアン自治区におけるカジノ合法化は、カジノを経営する部族から とい

う制度により、その売上はゲーミングの施設を持たない部族に分配する州もあり、部族



全体に対する経済的なサポートをはじめ、インデアン自治区内のインフラの整備、学校

や病院など様々な産業の発展を助けている。

ゲーミングと社会との関係の歴史を紐解けば、古くはローマ時代や江戸時代から財政

の補助を理由に合法化され、利用されてきたのであるが、現代社会における施行形態は

厳しい許認可制の下で行われるが故に独占的な性質を帯びるケースもある。

独占的なゲーミング市場の中で経営を行うことができるインデアン部族もあるが、近

年、財政難に苦しむ各州の政府がカジノを含むギャンブル合法化へと政策を転換しつつ

あり、インデアンカジノを取り巻く環境が急激に変化している。

先に述べたフォックスウッドのあるコネチカット州の隣州のマサチューセッツ州など

もカジノ開設を認可することになり、オレゴン州もカジノ誘致に乗り出している。今ま

ではインデアン自治区にしかなかったカジノが、その自治区以外の周辺に建設されるこ

とになると つの市場を多くのカジノが奪い合う形となる。

これらの自治区周辺にカジノが解禁されれば、競争が激化し、インデアンカジノの弱

体化と経済的自立に悪影響を与える可能性もある。

先にも述べたようにインデアンカジノの中で巨額の利益を得ているのは少数であり、

カジノによっては売上の低いところもあるが、それでもインデアンらにとっては部族の

発展と存続には重要な財源であるということに変わりない。

アメリカ合衆国とネイティブ・インデアンとの関係や状況がこのまま続き、将来的に

もインデアン部族の発展と継続がゲーミング産業に依存するのであれば、インデアンカ

ジノも独占市場という安定型から競争市場という激戦型へとその体制・サービスを変更

する必要があるといえる。

ゲーミングからの財源に依存するインデアン部族の未来 という範囲で考えるので

あれば、 サービス産業としてのゲーミング とは何かを自らが問うことが重要であ

る。彼らの未来は、競合ゲーミング施設より上手く、効率的にカジノ顧客を満足させる

ことができるか否かにかかっているといえる。
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参考文献
鎌田遵 ネイティブ・アメリカン 先住民社会の現在 岩波新書

青柳清孝 ネイティブ・アメリカンの世界 歴史を糧に未来を拓くアメリカン・インデアン 古今書

院

〔注〕
）現在ではクメヤイ族（ ）

）インデアン局は 年に陸軍省内に設立され、インデアン部族との交渉、部族の自治権を尊重する

ことを課題としていたが、当時の実際の役割は連邦政府による同化政策をはじめ、先住民の文化の衰

退を促進することであったとされる。

）この法律には つの目的がある。 部族政府の権限を認め、連邦政府と部族政府との相互的な関係

を構築する。 ドーズ法による土地の分配・分割と個人の所有を廃止し、部族の所有とする。 部族

の経済を支援・促進させることに協力する。 インデアン局の職員としてインデアンの雇用を増や

す。 文化・言語の継承、伝統工芸品の製作の重要性を認識し、援助を行う。

）この法律の主眼はインデアンの共同体を破壊することであった。連邦信託地を個人の不動産として

分配するのであるが、先住民と非先住民に分配される。分配のデザインが先住民の土地を非先住民の

土地が四方から囲むことになり、共同体の絆を断ち切り、先住民の農家への転換を強要するもので

あった。

）ビンゴの売上を寄付する形態。

）競馬や競輪など胴元の手数料と税金を差し引いた全額を勝者に配分する方式。

）野球、ボクシングなどのスポーツに賭ける。

）最終版が 年であり、それ以降のレポートは発表されていない。
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巻末資料 ． 年度第 四半期における の分配状況

（ 資料より引用）
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巻末資料 ．協定の内容と変化

クラス における

協定
年の協定 年の協定 年の協定

スロットマシンの

認可台数
台 無制限

一部族につき最大で

台。協定に

より条件が異なる

の収入源

スロットマシン 台に対

する支払い。 台

は無料、 台は

ドル、 台が

ドル、 台

が ドル

スロットマシンに対

するライセンス料が

年間 万ドル。

スロットマシンに対す

るライセンス料が年間

万ドル。

族のみ年間 万ドル

のライセンス料

の収入源 台 ％

に対する支払

いは不要となり、

の支

払い代わる

年と同じ

台 ％ 同上 同上

台 ％ 同上 同上

台以上 ％ 同上 同上

年の協定においては

この基金は制定されてい

ない、

台につき ドル

ドルの支払

い。スロットマシン

の売上の約 ％にあ

たる。

最低 億 万ドルの

支払いを 部族から徴

収（スロットマシン売

上 の 約 ％）。 そ の

他、 台 台の

カ ジ ノ に は 売 上 の

％、 台 台

のカジノには売上の

％を徴収

協定の有効期限 年 月 日 年 月 日
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